
一

第
百

十

五
号
議
案
　
東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
百
十
五
号
議
案

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
元
年
六
月
四
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一　

一
の
部
㈠
の
款
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
の
項
中

「

千
四
百
五
十
円

」
を

「

五
千
二
百
円

」
に
、

「

二
千
三
百
円

」
を

二
千
三
百
円

五
千
二
百
円

二
万
円

「

二
千
三
百
円

」
に
、
「
（
港
湾
施
設
用
地
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
床
面
」
を
「
、
工
作
物
又
は
床
面
。
た
だ
し
、
港
湾
施
設
用
地

十
一
万
五
千
円

に
係
る
も
の
を
除
く
。
」
に
、

「

二
千
三
百
円

」
を

「

五
千
二
百
円

」
に
、
「

千
円

」
を
「

四
千
円

」
に
、
「

五
十
円

」
を

千
百
五
十
円

二
千
六
百
円

「

百
七
十
円

」
に
、
「
千
五
百
六
十
円
」
を
「
一
万
二
千
円
」
に
、
「
六
千
七
百
五
十
円
」
を
「
三
万
六
千
円
」
に
改
め
る
。
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二

　

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
四
（
第
二
十
一
条
の
二
関
係
）

�

港
湾
施
設
名

単
位

利
用
料
金

岸
壁

桟
橋

（
別
表
第
一　

一
の
部
㈠
の
款
岸
壁　

桟
橋　

物
揚

場
の
項
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
の
う
ち
知
事
が
指
定
す

る
も
の
に
限
る
。
）

係
留
一
時
間
未
満
の
船
舶

　

総
ト
ン
数
一
ト
ン
に
つ
き

三
円
七
十
銭

係
留
一
時
間
以
上
二
時
間
未
満
の
船
舶

　

総
ト
ン
数
一
ト
ン
に
つ
き

七
円
三
十
銭

係
留
二
時
間
以
上
十
二
時
間
ま
で
の
船
舶

　

総
ト
ン
数
一
ト
ン
に
つ
き

十
円
五
銭

係
留
十
二
時
間
を
超
え
る
船
舶

　

総
ト
ン
数
一
ト
ン
に
つ
き

係
留
二
時
間
以
上
十
二
時

間
ま
で
の
利
用
料
金
に
十

二
時
間
を
超
え
る
十
二
時

間
ま
で
ご
と
に
六
円
七
十

銭
を
加
算
し
た
額

事
務
室

一
月
一
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
ご
と
に

五
千
二
百
円

店
舗

一
月
一
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
ご
と
に

五
千
二
百
円

駐
車
場

一
月
一
台
に
つ
き

十
一
万
五
千
円



三

第
百

十

五
号
議
案
　
東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
施

設（
別
表
第
一　

一
の

部
㈠
の
款
客
船
タ
ー

ミ
ナ
ル
施
設
の
項
に

掲
げ
る
港
湾
施
設
の

う
ち
知
事
が
指
定
す

る
も
の
に
限
る
。
）

土
地
、
工
作
物
又

は
床
面
。
た
だ

定
期

使
用

そ
の

他

し
、
港
湾
施
設
用

地
に
係
る
も
の
を

除
く
。

一
月
一
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
ご
と
に

五
千
二
百
円

壁
面

一
月
一
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
ご
と
に

二
千
六
百
円

駐
車
場

一
般

使
用

一
日
一
台
に
つ
き

四
千
円

待
合
所
施
設

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
ご
と
に

百
七
十
円

業
と
し
て

の
写
真
等

の
撮
影
の

た
め
の
使

用

写
真
の
撮
影

　

一
時
間
ま
で
ご
と
に

一
万
二
千
円

映
画
、
テ
レ
ビ
及
び
ビ
デ

オ
の
撮
影

　

一
時
間
ま
で
ご
と
に

三
万
六
千
円

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
規
定
に
基
づ

い
て
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
を
使
用
し
て
い
る
者
で
、
そ
の
使
用
の
期
間
が
施
行
日
以
後
に
わ
た
る
も
の
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従



四

前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

　

東
京
国
際
ク
ル
ー
ズ
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
新
設
に
伴
い
、
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
の
使
用
料
の
上
限
額
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
利
用
料
金
に
係
る
規

定
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。


